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【届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券に

係るファンドの名称】

プレミアム・ファンズ

－　グローバル・コア株式ファンド

（Premium Funds

- Global Core Equity Fund）

 

【届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券の

金額】

各受益証券の上限額は、以下の通りとする。

（ⅰ）当初申込期間

プレミアム・ファンズ

－　グローバル・コア株式ファンド

米ドル建てクラス受益証券

10億アメリカ合衆国ドル（約1,122億円）を上限とする。

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券

1,000億円を上限とする。

（ⅱ）継続申込期間

プレミアム・ファンズ

－　グローバル・コア株式ファンド

米ドル建てクラス受益証券

10億アメリカ合衆国ドル（約1,122億円）を上限とする。

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券

1,000億円を上限とする。

 

 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2017年

３月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値

（１米ドル＝112.19円）による。
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【縦覧に供する場所】 該当事項なし。  
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

スイッチング先サブ・ファンドであるプレミアム・ファンズ－ウェルス・コアポートフォリオの有価証

券報告書が2017年５月31日付で提出され、経理状況が更新されたため、本訂正届出書を提出するもので

す。

 

２【訂正の内容】

（注）下線の部分は訂正箇所を示します。

 

第二部　ファンド情報

第３　ファンドの経理状況

＜訂正前＞

（前略）

スイッチング先サブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォリオの経理状況

グローバル・コア株式ファンドの米ドル建て受益証券および円建て（ヘッジあり）受益証券は、2017年

６月16日以降、一時停止期間中を除き、ウェルス・コアポートフォリオ（ウェルス・コアポートフォリオ

コンサバティブ型およびウェルス・コアポートフォリオ グロース型）の米ドル建て受益証券および円建て

（ヘッジあり）受益証券間でのスイッチングを行うことができる。この点、ウェルス・コアポートフォリ

オについては、2016年８月31日に半期報告書が提出され、経理状況として2016年５月31日現在の中間財務

書類が開示されているため、本書においても当該中間財務書類の内容を記載する。なお、以下、ウェル

ス・コアポートフォリオの経理状況に関する記載において、ウェルス・コアポートフォリオのコンサバ

ティブ型および／またはグロース型を個別にまたは総称して「サブ・ファンド」といい、また、受益証券

の記載は、いずれもウェルス・コアポートフォリオの受益証券を指すものとする。

 

ａ．サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に公正妥当

と認められた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を、「中間財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第４項ただし書の規定に従って

日本文に翻訳して作成したものである（ただし、円換算部分を除く。）。

 

ｂ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）

第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

 

ｃ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよび日本円で表示されている。なお、各受益証

券の情報に関しては、下記の通貨で表示されている。

 

１）米ドル建て受益証券 ＝ 米ドル

２）円建て（ヘッジあり）受益証券 ＝ 日本円

 

日本文の中間財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の2017年３月31日現在に

おける株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記

されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため

合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

 

１米ドル＝112.19円
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以下、本項中の中間財務書類の内容は＜訂正後＞の内容に更新されます。

 

＜訂正後＞

（前略）

スイッチング先サブ・ファンドであるウェルス・コアポートフォリオの経理状況

グローバル・コア株式ファンドの米ドル建て受益証券および円建て（ヘッジあり）受益証券は、2017年

６月16日以降、一時停止期間中を除き、ウェルス・コアポートフォリオ（ウェルス・コアポートフォリオ

コンサバティブ型およびウェルス・コアポートフォリオ グロース型）の米ドル建て受益証券および円建て

（ヘッジあり）受益証券間でのスイッチングを行うことができる。この点、ウェルス・コアポートフォリ

オについては、2017年５月31日に有価証券報告書が提出され、経理状況として第一会計年度財務書類が開

示されているため、本書においても当該財務書類の内容を記載する。なお、以下、ウェルス・コアポート

フォリオの経理状況に関する記載において、ウェルス・コアポートフォリオのコンサバティブ型および／

またはグロース型を個別にまたは総称して「サブ・ファンド」といい、また、受益証券の記載は、いずれ

もウェルス・コアポートフォリオの受益証券を指すものとする。

 

ａ．　サブ・ファンドの第一会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般

に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これ

は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものである。

 

ｂ．　サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１

条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるデロイト・アンド・トゥシュ(ケイマン諸

島）から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる

証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

ｃ．　サブ・ファンドの原文の財務書類は、米ドルおよび日本円で表示されている。なお、各受益証券の

情報に関しては、下記の通貨で表示されている。

 

１）米ドル建て受益証券　　　　　　　　＝　米ドル

２）円建て（ヘッジあり）受益証券　　　＝　日本円

 

日本文の財務書類には、特段の記載のない限り、下記に挙げた通貨の2017年３月31日現在における

株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されてい

る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数

値が総数と一致しない場合がある。

 

１米ドル　＝　112.19円
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（１）貸借対照表

①プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型の財務書類

 

プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型

純資産計算書

2016年11月30日現在

（表示通貨：米ドル）

 

 注  米ドル  千円

資産      

投資有価証券－純資産評価額

（取得原価301,863,514.25米ドル

（33,866,068千円）） 1.2  302,846,829.82  33,976,386

受益証券販売未収金   9,328,618.92  1,046,578

設立費用（純額） 1.3  63,685.62  7,145

銀行預金   10,640.15  1,194

資産合計   312,249,774.51  35,031,302

      

負債      

投資有価証券購入未払金   7,537,037.00  845,580

先渡為替予約に係る未実現評価損 1.7,9  3,360,529.96  377,018

受益証券買戻し未払金   1,761,931.85  197,671

未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8  279,522.52  31,360

未払設立費用 1.3  38,703.31  4,342

未払印刷および公告費用   25,837.54  2,899

未払代行協会員報酬 7  21,504.87  2,413

未払管理事務代行会社報酬 5  14,506.62  1,627

未払保管会社報酬 6  9,661.56  1,084

未払専門家費用   9,622.05  1,079

未払管理会社報酬 3  7,168.27  804

未払弁護士費用   6,733.07  755

未払受託会社報酬 2  4,599.80  516

負債合計   13,077,358.42  1,467,149

純資産   299,172,416.09  33,564,153

      

純資産      

米ドル建てクラス受益証券   263,565,347.91  29,569,396

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券   4,020,921,052円   

      

発行済受益証券口数      

米ドル建てクラス受益証券   26,016,449.261口   

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券   4,042,943.612口   

      

受益証券１口当たり純資産価格      

米ドル建てクラス受益証券   10.13  1,136円

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券   995円   
 
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型

損益および純資産変動計算書

2015年12月４日（運用開始日）から2016年11月30日までの期間

（表示通貨：米ドル）

 

 注  米ドル  千円

費用      

販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8  1,438,978.01  161,439

代行協会員報酬 7  110,705.80  12,420

管理事務代行会社報酬 5  74,132.91  8,317

保管会社報酬 6  49,378.69  5,540

設立費用の償却 1.3  43,981.55  4,934

印刷および公告費用   38,721.52  4,344

管理会社報酬 3  36,901.23  4,140

弁護士費用   20,941.14  2,349

受託会社報酬 2  17,473.54  1,960

専門家費用   9,622.05  1,079

登録報酬   796.99  89

銀行利息   55.80  6

費用合計   1,841,689.23  206,619

投資純損失   (1,841,689.23) (206,619)

      

以下に係る実現純利益／（損失）      

外国為替 1.6  1,486,709.60  166,794

先渡為替予約 1.7  572,683.22  64,249

投資有価証券 1.2  (6,703.88) (752)

当期の投資純損失および実現純利益   210,999.71  23,672

      

以下に係る未実現純評価益／（損）      

投資有価証券 1.2  983,315.57  110,318

先渡為替予約 1.7  (3,480,173.57) (390,441)

運用による純資産の純減少額   (2,285,858.29) (256,450)

      

資本の変動      

受益証券の販売   306,933,347.82  34,434,852

受益証券の買戻し   (5,475,073.44) (614,248)

資本の純変動額   301,458,274.38  33,820,604

純資産、期首   －  －

純資産、期末   299,172,416.09  33,564,153

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型

統計情報

 

発行済受益証券口数、期末

米ドル建て

クラス受益証券  

円建て（ヘッジあり）

クラス受益証券

発行受益証券 26,530,818.299 口  4,070,857.851 口

買戻受益証券 (514,369.038)口  (27,914.239)口

2016年11月30日 26,016,449.261 口  4,042,943.612 口

    

純資産、期末 米ドル  円

2016年11月30日 263,565,347.91  4,020,921,052

 (29,569,396千円)  

    

受益証券１口当たり純資産価格、期末 米ドル  円

2016年11月30日 10.13  995

 (1,136円)  

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型

財務書類に対する注記

2016年11月30日現在

 

注１．重要な会計方針

1.1　財務書類の表示

本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に

従い作成されている。

 

1.2　投資有価証券およびその他の資産の評価

（ａ）集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入

手可能な純資産額で評価される（ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ

の直前日の純資産額を使用するものとする）。

（ｂ）証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した

上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格（詳細は基本信託証書および／ま

たは関連する信託証書補遺に記載されている）で評価する。

（ｃ）証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協

議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。

（ｄ）サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議

した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により

誠実に評価する。

（ｅ）短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。

（ｆ）評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場

合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。

（ｇ）その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務

代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。

（ｈ）未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価証券に

係る過年度の未実現損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。

（ｉ）投資有価証券の売却に係る実現損益は平均原価法を用いて算定される。

 

1.3　設立費用

設立費用は、受託会社が別の方法によることを決定しない限り、サブ・ファンドの最初の５計算期間以

内に償却される。

 

1.4　受取利息

受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。

 

1.5　配当金収入

配当金は、投資先ファンドにより配当宣言が行われた時点で収益に計上される。当期中において投資先

ファンドが支払った配当金はなかった。
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1.6　外貨換算

米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨

建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。

為替に係る未実現純損益および実現純損益は、当会計期間の損益および純資産変動計算書に計上され

る。

 

1.7　先渡為替予約

先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価

される。

先渡為替予約によって生じた未実現純損益および実現純損益は損益および純資産変動計算書に計上され

る。

 

注２．受託会社報酬

受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率

0.010％の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する（最低額は年間15,000米ドル、最高額は

年間30,000米ドル）。

上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の

対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の

合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。

損益および純資産変動計算書に開示された報酬額は、注1.6に記載された通り、クラス受益証券の換算に

より、上記の最低額および最高額と若干異なる可能性がある。

 

注３．管理会社報酬

管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.03％

の管理会社報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。

 

注４．投資運用会社報酬

投資運用会社は、投資先ファンドの投資運用会社でもあり、投資先ファンドの資産から報酬を受け取る

ため、サブ・ファンドの資産から報酬を受け取っていない。

 

注５．管理事務代行会社報酬

管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年

率0.06％の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する（最低額は年間12,500ユーロ）。

 

注６．保管会社報酬

保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.04％

の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する（最低額は年間3,000ユーロ）。
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注７．代行協会員報酬

代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率

0.09％の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。

 

注８．販売会社報酬および販売取扱会社報酬

販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.02％

の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。

上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い

される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率1.15％の報酬をサブ・

ファンドの資産から受け取る権利を有する。

 

注９．先渡為替予約

2016年11月30日現在、以下の先渡為替予約は未決済である。

 

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約

通貨 売却 通貨 購入 満期日

未実現評価益／

（損）

米ドル

米ドル 20,748,850.91 日本円 2,105,372,000 2016年12月21日 (2,090,582.18)

米ドル 937,197.68 日本円 95,150,000 2016年12月21日 (93,957.86)

米ドル 970,846.53 日本円 98,542,000 2016年12月21日 (97,545.91)

米ドル 1,410,995.24 日本円 141,565,000 2016年12月21日 (156,404.25)

米ドル 774,544.47 日本円 77,541,000 2016年12月21日 (87,351.99)

米ドル 998,794.39 日本円 101,000,000 2016年12月21日 (103,707.87)

米ドル 1,898,049.83 日本円 191,630,000 2016年12月21日 (199,776.19)

米ドル 864,392.99 日本円 89,500,000 2016年12月21日 (71,236.46)

米ドル 1,700,285.15 日本円 176,600,000 2016年12月21日 (135,244.76)

米ドル 958,017.06 日本円 99,200,000 2016年12月21日 (78,898.36)

米ドル 2,439,871.79 日本円 251,500,000 2016年12月21日 (211,050.18)

米ドル 1,055,111.36 日本円 116,500,000 2016年12月21日 (22,726.67)

米ドル 2,672,674.67 日本円 299,803,000 2016年12月21日 (15,948.32)

米ドル 1,478,427.64 日本円 167,277,000 2016年12月21日 3,901.04

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券の通貨エクスポージャーを

カバーする先渡為替予約に係る未実現純評価損合計
(3,360,529.96)

 

注10．為替レート

サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された2016年11月30日現在の為

替レートは、以下の通りである。

 

通貨 為替レート

日本円 112.9248

 

注11．税金

11.1　ケイマン諸島
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ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドは設定日から50年間はケイマン諸島の地方

税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。したがっ

て、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。

 

11.2　その他の国々

サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ

れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購

入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、

住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。

 

注12．受益証券の販売および買戻しの条件

受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている販売通知の手続に従って、各発行

日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券１口当たり純資産価格（以下「発行価格」とい

う）で発行され、販売される。発行価格は、一時停止の対象であり、管理事務代行会社が関連する計算日

に計算し、公表する。

受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている買戻通知の手続に従って、各買戻

日に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券１口当たり純資産価格（以下「買戻価格」という）で買い

戻すことができる。買戻価格は、一時停止の対象であり、管理事務代行会社が関連する計算日に計算し、

公表する。

 

注13．関連当事者取引

管理会社および管理会社の一部の取締役、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会

員、投資運用会社ならびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者と見なされている。関連当事者の

報酬は、決算日時点の損益および純資産変動計算書に計上され、財務書類に対する注記において詳述され

ている。

投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの

関連当事者と見なされている。

 

注14．決算日後の状況

受託会社および管理会社の意見では、監査報告書日までに、当期の財務書類において開示が必要な決算

日後の重要な事象はなかった。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型

投資有価証券明細表

2016年11月30日現在

 

（表示通貨：米ドル）

数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額 比率
＊

 

投資信託 米ドル 米ドル ％

      

2,932,573.16

Goldman Sachs Funds, SICAV - Goldman Sachs

Wealthbuilder Multi-Asset Conservative

Portfolio Class I Share USD ACC

米ドル 301,863,514.25 302,846,829.82 101.23

      

投資信託合計 301,863,514.25 302,846,829.82 101.23

    

投資有価証券合計 301,863,514.25 302,846,829.82 101.23

 

 

投資有価証券の分類

2016年11月30日現在

 

投資有価証券の国別および業種別分類

 

 国名 業種 比率
＊

    

 ルクセンブルグ  ％

  信託、ファンドおよび類似の金融事業体 101.23

    

 投資有価証券合計  101.23

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。

 

（
＊
）百分率で表示された純資産に対する純資産評価額の比率

 

 

 

（財務書類については、原文（英語版）のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している

のは、原文（英語版）のみである。財務書類の原文（英語版）の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成された

ものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および／または財務書類の原文（英語版）と日

本文の間に相違があった場合には、原文（英語版）が優先される。）
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②プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ グロース型の財務書類

 

プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ グロース型

純資産計算書

2016年11月30日現在

（表示通貨：米ドル）

 

 注  米ドル  千円

資産      

投資有価証券－純資産評価額

（取得原価77,349,353.21米ドル

（8,677,824千円）） 1.2  79,643,169.15  8,935,167

受益証券販売未収金   1,458,180.02  163,593

設立費用（純額） 1.3  63,685.62  7,145

投資有価証券売却未収金   62,064.00  6,963

銀行預金   1,021.06  115

資産合計   81,228,119.85  9,112,983

      

負債      

投資有価証券購入未払金   1,367,250.00  153,392

先渡為替予約に係る未実現評価損 1.7,9  537,482.36  60,300

受益証券買戻し未払金   144,594.10  16,222

未払販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8  73,708.63  8,269

未払設立費用 1.3  38,785.70  4,351

未払印刷および公告費用   25,837.54  2,899

未払専門家費用   9,622.05  1,079

未払弁護士費用   6,760.88  759

未払代行協会員報酬 7  5,670.64  636

未払管理事務代行会社報酬 5  3,806.54  427

未払保管会社報酬 6  2,535.18  284

未払受託会社報酬 2  2,513.44  282

未払管理会社報酬 3  1,890.12  212

負債合計   2,220,457.18  249,113

純資産   79,007,662.67  8,863,870

      

純資産      

米ドル建てクラス受益証券   72,866,473.71  8,174,890

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券   693,492,536円   

      

発行済受益証券口数      

米ドル建てクラス受益証券   7,137,008.448口   

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券   678,496.421口   

      

受益証券１口当たり純資産価格      

米ドル建てクラス受益証券   10.21  1,145円

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券   1,022円   

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ グロース型

損益および純資産変動計算書

2015年12月４日（運用開始日）から2016年11月30日までの期間

（表示通貨：米ドル）

 

 注  米ドル  千円

費用      

販売会社報酬および販売取扱会社報酬 8  661,626.93  74,228

代行協会員報酬 7  50,900.63  5,711

設立費用の償却 1.3  43,981.55  4,934

印刷および公告費用   38,721.52  4,344

管理事務代行会社報酬 5  33,972.19  3,811

保管会社報酬 6  22,630.02  2,539

弁護士費用   20,428.47  2,292

管理会社報酬 3  16,965.80  1,903

受託会社報酬 2  14,876.08  1,669

専門家費用   9,622.05  1,079

登録報酬   796.99  89

銀行利息   7.64  1

費用合計   914,529.87  102,601

投資純損失   (914,529.87) (102,601)

      

以下に係る実現純利益      

外国為替 1.6  266,251.40  29,871

先渡為替予約 1.7  79,254.61  8,892

投資有価証券 1.2  54,830.60  6,151

当期の投資純損失および実現純利益   (514,193.26) (57,687)

      

以下に係る未実現純評価益／（損）      

投資有価証券 1.2  2,293,815.94  257,343

先渡為替予約 1.7  (556,618.13) (62,447)

運用による純資産の純増加額   1,223,004.55  137,209

      

資本の変動      

受益証券の販売   84,897,255.73  9,524,623

受益証券の買戻し   (7,112,597.61) (797,962)

資本の純変動額   77,784,658.12  8,726,661

純資産、期首   －  －

純資産、期末   79,007,662.67  8,863,870

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ グロース型

統計情報

 

発行済受益証券口数、期末

米ドル建て

クラス受益証券  

円建て（ヘッジあり）

クラス受益証券

発行受益証券 7,824,159.452 口  692,550.088 口

買戻受益証券 (687,151.004)口  (14,053.667)口

2016年11月30日 7,137,008.448 口  678,496.421 口

    

純資産、期末 米ドル  円

2016年11月30日 72,866,473.71  693,492,536

 (8,174,890千円)  

    

受益証券１口当たり純資産価格、期末 米ドル  円

2016年11月30日 10.21  1,022

 (1,145円)  

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ グロース型

財務書類に対する注記

2016年11月30日現在

 

注１．重要な会計方針

1.1　財務書類の表示

本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に

従い作成されている。

 

1.2　投資有価証券およびその他の資産の評価

（ａ）集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入

手可能な純資産額で評価される（ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には、そ

の直前日の純資産額を使用するものとする）。

（ｂ）証券取引所で取引されている有価証券は、かかる証券取引所、または管理事務代行会社と協議した

上で管理会社が選択した証券取引所の最新の入手可能な市場価格（詳細は基本信託証書および／ま

たは関連する信託証書補遺に記載されている）で評価する。

（ｃ）証券取引所では取引されていないが店頭市場で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協

議した上で管理会社が選択した信頼性の高い情報源に基づいて評価する。

（ｄ）サブ・ファンドが保有している「スワップ」およびその他の店頭商品は、管理事務代行会社と協議

した上で管理会社が適格とみなしたディーラーから入手した相場価格に基づいて、管理会社により

誠実に評価する。

（ｅ）短期金融商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えた額で評価する。

（ｆ）評価を行う日に特定の資産の評価に関して指定された証券取引所または市場が営業していない場

合、かかる資産の評価は、かかる証券取引所または市場の直前の営業日に行われる。

（ｇ）その他のすべての資産および負債は、識別可能な市場価格のない資産および負債を含め、管理事務

代行会社と協議した上で管理会社により誠実に評価する。

（ｈ）未実現評価損益の純変動額は当期に係る投資有価証券の純資産評価額の変動および投資有価証券に

係る過年度の未実現損益が当報告期間に実現したことによる戻入れから構成される。

（ｉ）投資有価証券の売却に係る実現損益は平均原価法を用いて算定される。

 

1.3　設立費用

設立費用は、受託会社が別の方法によることを決定しない限り、サブ・ファンドの最初の５計算期間以

内に償却される。

 

1.4　受取利息

受取利息は、日次ベースの発生主義で、かつ源泉徴収税を控除して計上される。

 

1.5　配当金収入

配当金は、投資先ファンドにより配当宣言が行われた時点で収益に計上される。当期中において投資先

ファンドが支払った配当金はなかった。
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1.6　外貨換算

米ドル以外の通貨建ての資産および負債は期末時点の実勢為替レートで換算される。米ドル以外の通貨

建取引は当該取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。

為替に係る未実現純損益および実現純損益は、当会計期間の損益および純資産変動計算書に計上され

る。

 

1.7　先渡為替予約

先渡為替予約は、満期までの残存期間について純資産計算書の日付時点で適用される先物レートで評価

される。

先渡為替予約によって生じた未実現純損益および実現純損益は損益および純資産変動計算書に計上され

る。

 

注２．受託会社報酬

受託会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎四半期後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率

0.010％の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する（最低額は年間15,000米ドル、最高額は

年間30,000米ドル）。

上記の報酬は、毎年見直される。受託会社が追加的な活動、訴訟、もしくはその他の非経常的な事項の

対応または従事することを求められる場合には、その時点で管理会社との追加的な交渉がなされ、反対の

合意がない限り、受託会社により、その時点で適用される時間料金の追加報酬が請求されることになる。

損益および純資産変動計算書に開示された報酬額は、注1.6に記載された通り、クラス受益証券の換算に

より、上記の最低額および最高額と若干異なる可能性がある。

 

注３．管理会社報酬

管理会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.03％

の管理会社報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。

 

注４．投資運用会社報酬

投資運用会社は、投資先ファンドの投資運用会社でもあり、投資先ファンドの資産から報酬を受け取る

ため、サブ・ファンドの資産から報酬を受け取っていない。

 

注５．管理事務代行会社報酬

管理事務代行会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年

率0.06％の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する（最低額は年間12,500ユーロ）。

 

注６．保管会社報酬

保管会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.04％

の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する（最低額は年間3,000ユーロ）。
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注７．代行協会員報酬

代行協会員は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率

0.09％の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。

 

注８．販売会社報酬および販売取扱会社報酬

販売会社は、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされる、サブ・ファンドの純資産の年率0.02％

の報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有する。

上記報酬の他に、販売会社および販売取扱会社はそれぞれ、各評価日に発生しかつ計算され毎月後払い

される、各社が取り扱う受益証券に対応するサブ・ファンドの純資額部分の年率1.15％の報酬をサブ・

ファンドの資産から受け取る権利を有する。

 

注９．先渡為替予約

2016年11月30日現在、以下の先渡為替予約は未決済である。

 

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券の通貨エクスポージャーをカバーする先渡為替予約

通貨 売却 通貨 購入 満期日
未実現評価益／（損）

米ドル

米ドル 2,363,393.94 日本円 239,812,000 2016年12月21日 (238,127.35)

米ドル 198,607.13 日本円 20,070,000 2016年12月21日 (20,741.82)

米ドル 81,062.58 日本円 8,133,000 2016年12月21日 (8,985.52)

米ドル 517,771.41 日本円 51,835,000 2016年12月21日 (58,393.50)

米ドル 403,305.26 日本円 40,665,000 2016年12月21日 (42,921.35)

米ドル 223,630.67 日本円 23,170,000 2016年12月21日 (18,296.28)

米ドル 121,311.40 日本円 12,600,000 2016年12月21日 (9,649.39)

米ドル 198,951.47 日本円 20,590,000 2016年12月21日 (16,481.09)

米ドル 318,888.34 日本円 33,020,000 2016年12月21日 (26,262.34)

米ドル 349,843.37 日本円 36,379,000 2016年12月21日 (27,450.65)

米ドル 353,878.89 日本円 36,426,000 2016年12月21日 (31,067.19)

米ドル 972,641.74 日本円 105,250,000 2016年12月21日 (39,937.52)

米ドル 203,779.64 日本円 22,990,000 2016年12月21日 (52.87)

米ドル 335,215.26 日本円 37,928,000 2016年12月21日 884.51

円建て（ヘッジあり）クラス受益証券の通貨エクスポージャーを

カバーする先渡為替予約に係る未実現純評価損合計
(537,482.36)

 

注10．為替レート

サブ・ファンドの米ドル以外の通貨建ての資産および負債の換算に使用された2016年11月30日現在の為

替レートは、以下の通りである。

 

通貨 為替レート

日本円 112.9248

 

注11．税金

11.1　ケイマン諸島

ケイマン諸島では所得または利得には課税されず、ファンドは設定日から50年間はケイマン諸島の地方

税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイマン諸島総督から取り付けている。したがっ

て、本財務書類には法人税等引当金という勘定科目が含まれていない。
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11.2　その他の国々

サブ・ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ

れることがある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受益証券の購

入、保有および買戻しに対して発生が見込まれる税金およびその他の影響を判断するため、各自が国籍、

住所および本籍を有する国の法律および税務専門家に相談すべきである。

 

注12．受益証券の販売および買戻しの条件

受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている販売通知の手続に従って、各発行

日に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券１口当たり純資産価格（以下「発行価格」とい

う）で発行され、販売される。発行価格は、一時停止の対象であり、管理事務代行会社が関連する計算日

に計算し、公表する。

受益証券は、英文目論見書および関連する付属書類に記載されている買戻通知の手続に従って、各買戻

日に、かかる受益証券の買戻日現在の受益証券１口当たり純資産価格（以下「買戻価格」という）で買い

戻すことができる。買戻価格は、一時停止の対象であり、管理事務代行会社が関連する計算日に計算し、

公表する。

 

注13．関連当事者取引

管理会社および管理会社の一部の取締役、管理事務代行会社および保管会社、販売会社および代行協会

員、投資運用会社ならびに販売取扱会社はサブ・ファンドの関連当事者と見なされている。関連当事者の

報酬は、決算日時点の損益および純資産変動計算書に計上され、財務書類に対する注記において詳述され

ている。

投資運用会社は、投資先ファンドの管理会社と同じ企業グループに属しているため、サブ・ファンドの

関連当事者と見なされている。

 

注14．決算日後の状況

受託会社および管理会社の意見では、監査報告書日までに、当期の財務書類において開示が必要な決算

日後の重要な事象はなかった。
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プレミアム・ファンズ　ウェルス・コアポートフォリオ グロース型

投資有価証券明細表

2016年11月30日現在

 

（表示通貨：米ドル）

数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産評価額 比率
＊

 

投資信託 米ドル 米ドル ％

      

778,069.26

Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs

Wealthbuilder Multi-Asset Growth Portfolio

Class I Share USD ACC

米ドル 77,349,353.21 79,643,169.15 100.80

      

投資信託合計 77,349,353.21 79,643,169.15 100.80

    

投資有価証券合計 77,349,353.21 79,643,169.15 100.80

 

 

投資有価証券の分類

2016年11月30日現在

 

投資有価証券の国別および業種別分類

 

 国名 業種 比率
＊

    

 ルクセンブルグ  ％

  信託、ファンドおよび類似の金融事業体 100.80

    

 投資有価証券合計  100.80

 

添付の注記は、本財務書類の一部である。

 

（
＊
）百分率で表示された純資産に対する純資産評価額の比率

 

 

 

（財務書類については、原文（英語版）のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している

のは、原文（英語版）のみである。財務書類の原文（英語版）の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成された

ものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および／または財務書類の原文（英語版）と日

本文の間に相違があった場合には、原文（英語版）が優先される。）
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（２）損益計算書

各サブ・ファンドの損益計算書については、「１財務諸表、（１）貸借対照表」の項目に記載した各サ

ブ・ファンドの損益および純資産変動計算書を参照のこと。

 

（３）投資有価証券明細表等

各サブ・ファンドの投資有価証券明細表等については、「１財務諸表、（１）貸借対照表」の項目に記

載した各サブ・ファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
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